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公立大学法人広島市立大学職員の育児休業等

に関する規程 

平成22年４月１日 

規 程 第 49 号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人広島市立大学職員就業規則（平成22年公立大学

法人広島市立大学規則第２号。以下「就業規則」という。）第41条第２項の規定に

基づき、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律（平成３年法律第76号。以下「育児介護法」という。）その他の法令に定めるも

ののほか、職員の育児休業、出生時育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の実

施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （育児休業の対象者） 

第２条 職員で、その３歳に満たない子（育児介護法第２条に規定する子をいう。

以下同じ。）と同居し、養育するものは、この規程の定めるところにより育児休業

をすることができる。ただし、３年未満の期間を定めて雇用する職員のうち、当

該子が１歳に達する日までに労働契約の期間が満了し、かつ、労働契約の更新が

ないことが明らかな職員については、当該育児休業をすることができない。 

 （育児休業の申出の手続） 

第３条 育児休業を希望する職員は、原則として育児休業を開始しようとする日（以

下「育児休業開始予定日」という。）の１か月前までに所定の育児休業申出書を所

属長（年次有給休暇の決裁者をいう。以下同じ。）を経由して理事長に提出するこ

とにより申し出るものとする。 

２ 育児休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき２回まで

とする。 

⑴   育児休業をしている職員が産前休暇を始め、又は出産（妊娠満12週以後の分

娩（死産を含む。）をいう。以下同じ。）したことにより当該育児休業が終了し

た後、当該産前休暇又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することと

なった場合 

  ア 死亡した場合 

  イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合 

⑵   育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子以外の子を養育する必要
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が生じたことにより当該育児休業が終了した後、当該育児休業に係る子以外

の子が次に掲げる場合に該当することとなった場合 

 ア 前号ア又はイに掲げる場合 

 イ 民法（明治29年法律第89号）第８１７条の２第１項の規定による請求に

係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した場

合除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第２７条第１項第３号の規定による措置が解除された場合 

⑶   育児休業をしている職員が介護休暇を始めたことにより当該育児休業が終

了した後、当該介護休暇に係る要介護者が次に掲げる場合に該当することと

なった場合 

 ア 死亡した場合 

 イ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該要介護者が介護休暇の対象とな 

らない者となった場合 

⑷   育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神

上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当

期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業が終了と

なった後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復した場合 

⑸   配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他

の育児休業の終了時に予測することができなかった特別な事情が生じたこと

により、当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著

しい支障が生じることとなった場合 

 （育児休業の申出の撤回等） 

第４条 育児休業の申出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに、所定の

育児休業撤回届を所属長に提出することにより、育児休業の申出を撤回すること

ができる。 

２ 申出の撤回をした場合は、撤回１回につき１回の育児休業をしたものとみなし、

申出の撤回を含め２回の育児休業をした後は、同一の子について申出をすること

ができない。ただし、前条第２項各号に掲げる場合は、この限りでない。 

３ 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出に係る子を養育しな

いこととなった場合は、育児休業の申出はされなかったものとみなす。 
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 （育児休業の期間等） 

第５条 育児休業の期間は、原則として、子が３歳に達する日までを限度として育

児休業申出書に記載された期間とする。ただし、理事長は育児介護法の定めると

ころにより、育児休業開始予定日の指定を行うことができる。 

２ 育児休業の申出をした職員は、原則として育児休業開始予定日の１週間前まで

に所定の育児休業申出書を所属長を経由して理事長に提出して申し出ることに

より、育児休業開始予定日の繰上げ変更を行うことができる。また、原則として

育児休業を終了しようとする日（以下「育児休業終了予定日」という。）の１か月

前までに同様に申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰下げ変更を行うこ

とができる。                             

３ 前項に規定する育児休業開始予定日の繰上げ変更及び育児休業終了予定日の繰

下げ変更ともに、原則として１回の育児休業につき１回に限り行うことができ

る。ただし、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと

その他の育児休業開始予定日の繰上げ変更又は育児休業終了予定日の繰下げ変

更時に予測することができなかった特別な事情が生じたことにより当該育児休

業に係る子について再度の育児休業開始予定日の繰上げ変更又は育児休業終了

予定日の繰下げ変更をしなければその養育に著しい支障が生じることとなった

場合は、この限りでない。 

４ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、第１項の規定にかかわらず

育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とす

る。 

⑴  子の死亡等、育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が 

発生した日 

⑵  育児休業に係る子が３歳に達した場合 子が３歳に達した日 

⑶  産前産後休暇、出生時育児休業、介護休暇又は新たな育児休業期間が始まっ 

た場合 産前産後休暇、出生時育児休業、介護休暇又は新たな育児休業の開始 

日の前日 

（出生時育児休業の対象者） 

第５条の２ 職員で、産後休暇を取得しておらず、子の出生日又は出産予定日のい

ずれか遅い日から起算して８週間以内の子と同居し、養育する職員は、この規程

の定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、３年未満の
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期間を定めて雇用する職員のうち、当該子の出生日又は出産予定日のいずれか遅

い日から起算して８週間を経過する日の翌日から６か月を経過する日までに労

働契約期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかな職員について

は、当該出生時育児休業をすることができない。 

２ 出生時育児休業は、同一の子について２回まで分割してすることができる。 

 （出生時育児休業の申出の手続） 

第５条の３ 出生時育児休業を希望する職員は、原則として出生時育児休業を開始

しようとする日（以下「出生時育児休業開始予定日」という。）の２週間前までに

所定の出生時育児休業申出書を所属長を経由して理事長に提出することにより

申し出るものとする。 

２ 前条第２項の規定に基づき２回に分割して出生時育児休業をしようとするとき

は、原則として２回をあわせて申し出るものとする。 

 （出生時育児休業の申出の撤回等） 

第５条の４ 出生時育児休業の申出をした職員は、出生時育児休業開始予定日の前

日までに、所定の出生時育児休業撤回届を所属長に提出することにより、出生時

育児休業の申出を撤回することができる。 

２ 申出の撤回をした場合は、撤回１回につき１回の出生時育児休業をしたものと

みなし、申出の撤回を含め２回の出生時育児休業をした後は、同一の子について

申出をすることができない。 

３ 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により申出に係る子を養

育しないこととなった場合は、出生時育児休業の申出はされなかったものとみな

す。 

（出生時育児休業の期間等） 

第５条の５ 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生日又は出産予定日の

いずれか遅い日から起算して８週間以内のうち４週間（28日）を限度として出生

時育児休業申出書に記載された期間とする。ただし、理事長は、育児介護法の定

めるところにより出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。 

２ 出生時育児休業の申出をした職員は、原則として出生時育児休業開始予定日の

１週間前までに所定の出生時育児休業申出書を所属長を経由して理事長に提出

して申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰上げ変更を行うことが

できる。また、原則として出生時育児休業を終了しようとする日（以下「出生時
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育児休業終了予定日」という。）の２週間前までに同様に申し出ることにより、出

生時育児休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。ただし、いずれ の

変更についても、１回の出生時育児休業につき１回に限るものとする。 

３ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、第１項の規定にかかわらず

出生時育児休業は終了するものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に

掲げる日とする。 

⑴   子の死亡等、出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 当該 

事由が発生した日 

⑵   子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い日から起算して８ 

週間を経過した場合 子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い 

日から起算して８週間を経過した日 

⑶   子の出生日（出産予定日後に出生した場合は出産予定日）以後の出生時育児 

休業の日数が28日に達した場合 子の出生日（出産予定日後に出生した場合は

出産予定日）以後の出生時育児休業の日数が28日に達した日 

⑷   産前産後休暇、育児休業、介護休暇又は新たな出生時育児休業期間が始まっ 

た場合 産前産後休業、育児休業、介護休暇又は新たな出生時育児休業の開始

日の前日 

  （養育状況の変更の届出） 

第６条 育児休業又は出産時育児休業をしている職員は、第５条第４項第１号又は

前条第３項第１号に該当する事由が生じたときは、遅滞なく、所定の養育状況変

更届により、その旨を所属長を経由して理事長に届け出なければならない。 

 （育児休業の効果） 

第７条 育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児

休業の期間中に異動した職を有するが、職務に従事しない。 

２ 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及

び勤勉手当については、この限りでない。 

 （育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い） 

第８条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上

必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率

により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号給の調整を行

う。 
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２ 退職手当の計算に当たっては、育児休業をした期間の４分の１に相当する期間

を在職期間から除算する。 

３ 期末手当の在職期間の算定については、育児休業をした期間（次に掲げる期間

を除く。）の４分の１に相当する期間（３月又は６月に支給する場合にあっては、

６分の１の期間）を除算する。 

⑴ 当該育児休業に係る子の出生の日から起算して 57 日を経過する日までの期

間  

⑵ 当該育児休業をしている職員として在職した期間から前号に掲げる期間を

除いた期間が１か月以下の場合における当該期間  

４ 勤勉手当の勤務期間の算定については、育児休業をした期間（前項第１号及び

第２号に掲げる期間を除く。）に相当する期間を除算する。 

 （育児短時間勤務） 

第９条 職員は、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子

がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次条各号に掲げる

いずれかの勤務の形態により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務す

ること（以下「育児短時間勤務」という。）ができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、養育しようとする子について、既に育児短時間勤務

をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日

から起算して１年を経過しないときは、次に掲げる事情がある場合を除き、育児

短時間勤務をすることができない。 

 ⑴ 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め，又は出産したことによ

り当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後，当該産前の休業又は出産に係

る子が第３条第２項第１号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこ

と。 

 ⑵ 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは

精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない

状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時

間 勤務が終了となった後、当該職員が当該子を養育することができる状態に

回復した場合 

 ⑶ 育児短時間勤務が、第13条第２項第３号に掲げる事由に該当したことにより

終了となった場合 
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 ⑷ 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に

係る子について既にしたものを除く。）の終了後、３か月以上の期間を経過した

こと（当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の申出の際育児

短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書に

より理事長に申し出た場合に限る。）。 

 ⑸ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の

育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことに

より当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその

養育に著しい支障が生じることとなった場合 

 （育児短時間勤務の勤務の形態） 

第１０条 育児短時間勤務は、次の各号の職員の区分に応じ、当該各号に定めるい

ずれかの勤務の形態とする。 

 ⑴ 次号に掲げる職員以外の職員 

  ア 日曜日及び土曜日を週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下この

条において同じ。）とし、週休日以外の日において１日につき４時間勤務する

こと。 

  イ 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において１日につき４時

間45分勤務すること。 

  ウ 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの５日間のうちの２日を週

休日とし、週休日以外の日において１日につき７時間45分勤務すること。 

  エ 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの５日間のうちの２日を週

休日とし、週休日以外の日のうち、２日については１日につき７時間45分、

１日については１日につき４時間勤務すること。 

 ⑵ 週休日を日曜日及び土曜日以外の日と定める等特別な形態によって勤務する

職員 

  ア ４週間ごとの期間につき８日以上を週休日とし、当該期間につき１週間当

たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間15分又は23時間45分となるよ

うに勤務すること（勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、１回の勤務が16

時間を超えないものに限る。）。 

  イ ４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合の日を週休日と

し、当該期間につき１週間当たりの勤務時間が19時間30分、20時間、23時間
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15分又は23時間45分となるように勤務すること（勤務日が引き続き12日を超

えず、かつ、１回の勤務が16時間を超えないものに限る。）。 

 （育児短時間勤務の申出の手続） 

第１１条 育児短時間勤務を希望する職員は、原則として育児短時間勤務を始めよ

うとする日の１か月前までに所定の育児短時間勤務申出書を所属長を経由して

理事長に提出することにより申し出るものとする。 

 （育児短時間勤務の期間の延長） 

第１２条 育児短時間勤務をしている職員は、当該育児短時間勤務の期間の延長を

申し出ることができる。 

２ 前項の申出は、原則として育児短時間勤務の期間の末日の翌日の１か月前まで

に所定の育児短時間勤務申出書を所属長を経由して理事長に提出することによ

り行うものとする。 

 （育児短時間勤務の失効等） 

第１３条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児短時間勤務は

終了するものとし、当該育児短時間勤務の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

 ⑴ 子の死亡等、育児短時間勤務に係る子を養育しないこととなった場合 当該

事由が発生した日 

 ⑵ 育児短時間勤務に係る子が小学校就学の始期に達した場合 子が小学校就学

の始期に達した日 

 ⑶ 産前産後休暇又は新たな育児休業期間が始まった場合 産前産後休暇又は新

たな育児休業の開始日の前日 

 ⑷ 育児短時間勤務が開始した後に第９条第１項各号に掲げる職員になった場合

 原則として当該事由が発生した日から２週間以内であって理事長が指定し

た日 

２ 前項に掲げる事由のほか、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認め

るときは、育児短時間勤務は終了するものとする。 

 ⑴ 職員が育児短時間勤務により養育している子を、当該育児短時間勤務をする

ことにより養育している時間に、当該職員以外の当該子の親が養育することが

できることとなったとき。 

 ⑵ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の

子に係る育児短時間勤務をしようとするとき。 
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 ⑶ 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる

内容の育児短時間勤務をしようとするとき。 

 （育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い） 

第１４条 公立大学法人広島市立大学職員退職手当規程（平成22年公立大学法人広

島市立大学規程第52号。以下「退職手当規程」という。）第６条の３第１項及び第

７条第４項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、退職手当規

程第６条の３第１項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該

当するものとする。 

２ 育児短時間勤務の期間中の退職手当規程の規定による退職手当の計算の基礎と

なる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により

勤務したときに受けるべき給料月額とする。 

 （部分休業） 

第１５条 職員は、その９歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子を

養育するため１日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと（以下「部

分休業」という。）ができる。ただし、育児短時間勤務をしている職員については、

当該部分休業をすることができない。 

２ 前項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、毎年４月１日から翌

年３月31日までの期間ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいず

れの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを理事長に申し出るもの

とする。 

⑴ １日につき２時間を超えない範囲内 

⑵ １年につき職員の１日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間を超えな

い範囲内 

３ 前項の規定による申出をした職員は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこ

と、配偶者と別居したことその他の第２項の規定による申出時に予測することが

できなかった事実が生じたことにより当該申出の変更をしなければ同項の職員

の９歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子の養育に著しい支障

が生じると認められる場合に限り、当該申出の内容の変更（以下「第３項変更」

という。）をすることができる。 

４ 第２項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内（第３項変更を

した場合にあっては、その変更後のもの）において、第１項の規定による部分休
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業の請求をすることができる。 

５ 第２項第１号に掲げる範囲内で請求する部分休業は、公立大学法人広島市立大

学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程（平成22年公立大学法人広島市

立大学規程第48号。以下「勤務時間規程」という。）第２条第２項に規定する正規

の勤務時間において、１日を通じて２時間（勤務時間規程第12条の規定による子

を養育する場合の特別休暇又は勤務時間規程第１３条の２の介護時間の承認を

受けて勤務しない職員については、２時間から当該特別休暇又は当該介護時間の

時間を減じた時間）を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から

必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。 

６ 第２項第２号に掲げる範囲内で請求する部分休業（以下「第２号部分休業」と

いう。）は、１時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合

にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数を行うことができる。 

⑴  １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合で

あって、当該勤務時間の全てについて請求する場合 当該勤務時間の時間数 

⑵ 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当該残

時間数の全てについて請求する場合 当該残時間数 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、第１項の規定にかかわらず

部分休業は終了するものとし、当該部分休業の終了日は当該各号に掲げる日とす

る。 

⑴ 子の死亡等により部分休業に係る子を養育しないこととなった場合  当該

事由が発生した日 

⑵ 産前産後休暇、育児休業又は出生時育児休業が始まった場合  産前産後休

暇、育児休業又は出生時育児休業の開始日の前日 

 （部分休業の申出の手続） 

第１６条 前条第２項の申出及び第３項変更をしようとする職員は、所定の部分休

業申出書を所属長を経由して理事長に提出することにより申し出るものとする。 

 （部分休業による給与の取扱い） 

第１７条 職員が部分休業により勤務しない場合には、勤務しない１時間につき、

勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

 （不利益取扱いの禁止） 

第１８条 職員は、育児休業、出生時育児休業、育児短時間勤務又は部分休業をす
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ることを理由として、不利益な取扱いを受けることはない。 

 （委任） 

第１９条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、職

員の育児休業等に関する条例（平成４年広島市条例第10号）の適用を受ける職員

との均衡を失しない範囲内で、理事長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成22年４月１日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、地方公務員の

育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）に基づき、育児休業、育児短時

間勤務又は部分休業（以下「育児休業等」という。）をしている職員であって、施

行日以後に当該育児休業等が終了する予定であったものについては、この規程に

基づき、当該育児休業等を申し出たものとみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成22年６月30日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の日前に改正前の第２条第２項第４号又は第９条第２項第５号

の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の第２条第２

項第３号又は第９条第２項第４号の規定により職員が申し出た計画とみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成23年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条第１項ただし書における期間を定めて雇用する職員について、地方独立

行政法人法（平成15年法律第118号）第59条第２項の規定により法人職員となった

者のうち、広島市立大学における教員の任期に関する規程（平成10年６月24日広

島市立大学規程）に基づき任期が定められ、その任期が平成22年４月１日以後に

及ぶ者における定められた雇用の期間については、同年３月31日までの期間を含

めたものとする。 
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附 則 

１ この規程は、平成28年12月20日から施行する。 

２ この規定による改正後の公立大学法人広島市立大学職員の育児休業等に関する

規程（以下「改正後の規程」という。）の規定は、平成28年12月１日から適用する。 

３ この規定による改正前の公立大学法人広島市立大学職員の育児休業等に関する

規程の規定に基づいて平成28年12月１日からこの規程の施行の日の前日までの

間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。 

附 則 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年10月４日から施行する。 

附 則  

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、令和７年 10 月１日から施行する。  

２ この規程の施行の日から令和８年３月 31 日までに部分休業をする場合におい

ては、改正後の公立大学法人広島市立大学職員の育児休業等に関する規程第 15 条

第２項第２号中「10」とあるのは「５」とする。  

附 則  

この規程は、令和８年４月１日から施行する。  


